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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気清浄装置の清浄装置本体内の空気流通路に設けられ且つ前記空気流通路を通過する
空気を清浄する清浄フィルタであって、
　ガス状汚染物質を捕捉するガス捕捉部材と、粒子状汚染物質を捕捉する粒子捕捉部材と
を備え、
　前記ガス捕捉部材及び粒子捕捉部材の少なくとも粒子捕捉部材は、
　空気中の汚染物質のうち選定された汚染物質を捕捉する液状の添加剤からなる捕捉材と
、
　清浄装置本体に対して着脱自在に装着され、通気性を確保するように空気流通路に面し
て前記捕捉材を保持する捕捉材保持部材と、
　前記捕捉材保持部材に対して前記捕捉材を供給する捕捉材供給装置と、を有し、
　前記粒子捕捉部材の捕捉材保持部材は、清浄装置本体から離脱したときに、捕捉材を保
持したまま捕捉材による汚染物質の捕捉性能を再生する加熱脱離処理からなる再生処理に
供される再生カートリッジとして構成され、
　前記再生カートリッジは、前記加熱脱離処理からなる再生処理に耐える耐熱性を有し、
前記加熱脱離処理からなる再生処理にて熱消失可能な捕捉材を保持するものであって、
　前記加熱脱離処理からなる再生処理にて保持された熱消失可能な捕捉材及び当該捕捉材
に捕捉された汚染物質を消失させることを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項２】
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　請求項１記載の清浄フィルタにおいて、
　前記ガス捕捉部材は、空気中の汚染物質のうち選定された汚染物質を捕捉する液状の添
加剤からなる捕捉材と、清浄装置本体に対して着脱自在に装着され、通気性を確保するよ
うに空気流通路に面して前記捕捉材を保持する捕捉材保持部材と、前記捕捉材保持部材に
対して前記捕捉材を供給する捕捉材供給装置と、を有し、
　前記ガス捕捉部材の捕捉材保持部材は、清浄装置本体から離脱したときに、捕捉材を保
持したまま捕捉材による汚染物質の捕捉性能を再生する加熱脱離処理からなる再生処理に
供される再生カートリッジとして構成され、
　前記再生カートリッジは、前記加熱脱離処理からなる再生処理に耐える耐熱性を有し、
前記加熱脱離処理からなる再生処理にて熱消失可能な捕捉材に加えて、前記加熱脱離処理
からなる再生処理に耐える耐熱性を有する固体状の捕捉材を保持するものであって、
　前記加熱脱離処理からなる再生処理にて保持された熱消失可能な捕捉材及び当該捕捉材
に捕捉された汚染物質を消失させると共に、前記固体状の捕捉材を再生することを特徴と
する清浄フィルタ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の清浄フィルタにおいて、
　前記ガス捕捉部材の捕捉材保持部材は、通気性を有する外側保持枠と、この外側保持枠
内に複数収容され且つ通気性を確保するように固体状の捕捉材を分散充填する整流板とを
備えていることを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の清浄フィルタにおいて、
　前記粒子捕捉部材の捕捉材保持部材は耐熱性を有する素材で通気率の異なる複数のメッ
シュ層を有し、この複数のメッシュ層にて前記捕捉材を保持することを特徴とする清浄フ
ィルタ。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれかに記載の清浄フィルタにおいて、
　前記ガス捕捉部材の捕捉材保持部材は、前記ガス状汚染物質を捕捉する捕捉材を保持す
ると共に、この捕捉材よりも空気流通方向上流側に前記ガス状汚染物質が分解可能な触媒
粒子をも保持することを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項６】
　空気清浄装置の清浄装置本体の空気流通路に設けられ且つ空気流通路を通過する空気を
清浄する清浄フィルタであって、
　ガス状汚染物質を捕捉するガス捕捉部材と、粒子状汚染物質を捕捉する粒子捕捉部材と
を備え、
　前記ガス捕捉部材及び粒子捕捉部材は、
　空気中の汚染物質のうち捕捉対象とするガス状汚染物質が捕捉可能な液状の添加剤から
なる第１の捕捉材及び空気中の汚染物質のうち捕捉対象とする粒子状汚染物質が捕捉可能
な液状の添加剤からなる第２の捕捉材と、
　前記清浄装置本体に対して着脱自在に装着され、通気性を確保するように空気流通路に
面して前記各捕捉材を保持する捕捉材保持部材と、
　前記捕捉材保持部材に対し各捕捉材を供給する捕捉材供給装置と、を有し、
　前記捕捉材供給装置は、前記第１の捕捉材を選定して収容する第１の容器と、前記第２
の捕捉材を選定して収容する第２の容器と、前記ガス捕捉部材及び粒子捕捉部材の捕捉材
保持部材に対し各容器に収容された各捕捉材を選択的に供給する供給器具と、各捕捉材に
よる汚染物質の捕捉性能を回復するように前記供給器具による各捕捉材の供給タイミング
を制御する制御装置と、を有することを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項７】
　請求項６記載の清浄フィルタにおいて、
　前記捕捉材保持部材は、清浄装置本体から離脱したときに、捕捉材を保持したまま捕捉
材による汚染物質の捕捉性能を再生する再生処理に供されるものであることを特徴とする
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清浄フィルタ。
【請求項８】
　請求項６記載の清浄フィルタにおいて、
　前記捕捉材保持部材は耐熱性を有し、加熱脱離処理からなる再生処理に供されることを
特徴とする清浄フィルタ。
【請求項９】
　請求項６記載の清浄フィルタにおいて、
　前記捕捉材供給装置は、前記供給器具として前記捕捉材が噴霧可能な噴霧具を有し、前
記捕捉材保持部材に対する前記捕捉材の保持領域全域に当該捕捉材を噴霧するように、前
記噴霧具による捕捉材の噴霧条件を設定したものであることを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項１０】
　請求項６記載の清浄フィルタにおいて、
　前記捕捉材供給装置は前記捕捉材保持部材に対して着脱自在に装着され、前記捕捉材供
給時に前記捕捉材保持部材に装着され、前記捕捉材非供給時には前記捕捉材保持部材から
離脱するものであることを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項１１】
　請求項１０記載の清浄フィルタのうち前記捕捉材の保持領域が矩形状に形成された捕捉
材保持部材を有する態様において、
　前記捕捉材供給装置は、前記供給器具として前記捕捉材が噴霧可能な噴霧具と、この噴
霧具又は噴霧具からの前記捕捉材の噴霧経路中に設けられて前記捕捉材の噴霧領域形状を
矩形状に規制する噴霧領域規制部材とを有することを特徴とする清浄フィルタ。
【請求項１２】
　請求項１０記載の清浄フィルタにおいて、
　前記捕捉材供給装置は、前記供給器具として複数種の前記捕捉材が噴霧可能な噴霧具と
、複数種の前記捕捉材を分離して収容する前記容器とを有することを特徴とする清浄フィ
ルタ。
【請求項１３】
　空気流通路が形成された清浄装置本体と、
　この清浄装置本体の空気流通路に設けられる請求項１ないし１２いずれかに記載の清浄
フィルタとを備えたことを特徴とする空気清浄装置。
【請求項１４】
　空気流通路が形成された清浄装置本体と、
　この清浄装置本体の空気流通路に設けられる請求項５記載の清浄フィルタとを備え、
　前記清浄フィルタ又は清浄装置本体には前記触媒粒子が加熱可能な加熱手段を有するこ
とを特徴とする空気清浄装置。
【請求項１５】
　請求項１３又は１４記載の空気清浄装置と、
　この空気清浄装置からの離脱した清浄フィルタを再生処理するフィルタ再生装置とを備
え、
　再生処理された清浄フィルタを再利用することを特徴とする空気清浄維持システム。
【請求項１６】
　請求項１５記載の空気清浄維持システムにおいて、
　更に、前記フィルタ再生装置にて再生処理された清浄フィルタの清浄度を検査するフィ
ルタ清浄度検査装置を備え、
　前記フィルタ清浄度検査装置にて検査された清浄フィルタの清浄度が予め決められた許
容値の範囲であることを条件として当該清浄フィルタを再利用することを特徴とする空気
清浄維持システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、空気清浄装置で用いられる清浄フィルタ及びこれを用いた空気清浄装置並び
に空気清浄維持システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の空気清浄装置としては、フィルターユニットを取り外して清掃可能にする
ために、本体に対してフィルターユニットの着脱を容易にする技術が既に知られている(
例えば特許文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２２９７７号公報（発明を実施するための最良の形態、図
１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ガス状汚染物質（臭気・化学物質）及び粒子状汚染物質（粉塵、微生物粒子
、アレルゲン粒子等）を捕捉し、かつ、予め決められた汚染物質の捕捉性能を再生又は回
復可能とする清浄フィルタ及びこれを用いた空気清浄装置並びに空気清浄維持システムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、空気清浄装置の清浄装置本体内の空気流通路に設けられ且つ前
記空気流通路を通過する空気を清浄する清浄フィルタであって、ガス状汚染物質を捕捉す
るガス捕捉部材と、粒子状汚染物質を捕捉する粒子捕捉部材とを備え、前記ガス捕捉部材
及び粒子捕捉部材の少なくとも粒子捕捉部材は、空気中の汚染物質のうち選定された汚染
物質を捕捉する液状の添加剤からなる捕捉材と、清浄装置本体に対して着脱自在に装着さ
れ、通気性を確保するように空気流通路に面して前記捕捉材を保持する捕捉材保持部材と
、前記捕捉材保持部材に対して前記捕捉材を供給する捕捉材供給装置と、を有し、前記粒
子捕捉部材の捕捉材保持部材は、清浄装置本体から離脱したときに、捕捉材を保持したま
ま捕捉材による汚染物質の捕捉性能を再生する加熱脱離処理からなる再生処理に供される
再生カートリッジとして構成され、前記再生カートリッジは、前記加熱脱離処理からなる
再生処理に耐える耐熱性を有し、前記加熱脱離処理からなる再生処理にて熱消失可能な捕
捉材を保持するものであって、前記加熱脱離処理からなる再生処理にて保持された熱消失
可能な捕捉材及び当該捕捉材に捕捉された汚染物質を消失させることを特徴とする清浄フ
ィルタである。
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る清浄フィルタにおいて、前記ガス捕捉部材は、
空気中の汚染物質のうち選定された汚染物質を捕捉する液状の添加剤からなる捕捉材と、
清浄装置本体に対して着脱自在に装着され、通気性を確保するように空気流通路に面して
前記捕捉材を保持する捕捉材保持部材と、前記捕捉材保持部材に対して前記捕捉材を供給
する捕捉材供給装置と、を有し、前記ガス捕捉部材の捕捉材保持部材は、清浄装置本体か
ら離脱したときに、捕捉材を保持したまま捕捉材による汚染物質の捕捉性能を再生する加
熱脱離処理からなる再生処理に供される再生カートリッジとして構成され、前記再生カー
トリッジは、前記加熱脱離処理からなる再生処理に耐える耐熱性を有し、前記加熱脱離処
理からなる再生処理にて熱消失可能な捕捉材に加えて、前記加熱脱離処理からなる再生処
理に耐える耐熱性を有する固体状の捕捉材を保持するものであって、前記加熱脱離処理か
らなる再生処理にて保持された熱消失可能な捕捉材及び当該捕捉材に捕捉された汚染物質
を消失させると共に、前記固体状の捕捉材を再生することを特徴とする清浄フィルタであ
る。
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に係る清浄フィルタにおいて、前記ガス捕捉部
材の捕捉材保持部材は、通気性を有する外側保持枠と、この外側保持枠内に複数収容され
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且つ通気性を確保するように固体状の捕捉材を分散充填する整流板とを備えていることを
特徴とする清浄フィルタである。
　請求項４に係る発明は、請求項１又は２に係る清浄フィルタにおいて、前記粒子捕捉部
材の捕捉材保持部材は耐熱性を有する素材で通気率の異なる複数のメッシュ層を有し、こ
の複数のメッシュ層にて前記捕捉材を保持することを特徴とする清浄フィルタである。
　請求項５に係る発明は、請求項１ないし４いずれかに係る清浄フィルタにおいて、前記
ガス捕捉部材の捕捉材保持部材は、前記ガス状汚染物質を捕捉する捕捉材を保持すると共
に、この捕捉材よりも空気流通方向上流側に前記ガス状汚染物質が分解可能な触媒粒子を
も保持することを特徴とする清浄フィルタである。
【０００６】
　請求項６に係る発明は、空気清浄装置の清浄装置本体の空気流通路に設けられ且つ空気
流通路を通過する空気を清浄する清浄フィルタであって、ガス状汚染物質を捕捉するガス
捕捉部材と、粒子状汚染物質を捕捉する粒子捕捉部材とを備え、前記ガス捕捉部材及び粒
子捕捉部材は、空気中の汚染物質のうち捕捉対象とするガス状汚染物質が捕捉可能な液状
の添加剤からなる第１の捕捉材及び空気中の汚染物質のうち捕捉対象とする粒子状汚染物
質が捕捉可能な液状の添加剤からなる第２の捕捉材と、前記清浄装置本体に対して着脱自
在に装着され、通気性を確保するように空気流通路に面して前記各捕捉材を保持する捕捉
材保持部材と、前記捕捉材保持部材に対し各捕捉材を供給する捕捉材供給装置と、を有し
、前記捕捉材供給装置は、前記第１の捕捉材を選定して収容する第１の容器と、前記第２
の捕捉材を選定して収容する第２の容器と、前記ガス捕捉部材及び粒子捕捉部材の捕捉材
保持部材に対し各容器に収容された各捕捉材を選択的に供給する供給器具と、各捕捉材に
よる汚染物質の捕捉性能を回復するように前記供給器具による各捕捉材の供給タイミング
を制御する制御装置と、を有することを特徴とする清浄フィルタである。
　請求項７に係る発明は、請求項６に係る清浄フィルタにおいて、前記捕捉材保持部材は
、清浄装置本体から離脱したときに、捕捉材を保持したまま捕捉材による汚染物質の捕捉
性能を再生する再生処理に供されるものであることを特徴とする清浄フィルタである。
　請求項８に係る発明は、請求項６に係る清浄フィルタにおいて、前記捕捉材保持部材は
耐熱性を有し、加熱脱離処理からなる再生処理に供されることを特徴とする清浄フィルタ
である。
　請求項９に係る発明は、請求項６に係る清浄フィルタにおいて、前記捕捉材供給装置は
、前記供給器具として前記捕捉材が噴霧可能な噴霧具を有し、前記捕捉材保持部材に対す
る前記捕捉材の保持領域全域に当該捕捉材を噴霧するように、前記噴霧具による捕捉材の
噴霧条件を設定したものであることを特徴とする清浄フィルタである。
　請求項１０に係る発明は、請求項６に係る清浄フィルタにおいて、前記捕捉材供給装置
は前記捕捉材保持部材に対して着脱自在に装着され、前記捕捉材供給時に前記捕捉材保持
部材に装着され、前記捕捉材非供給時には前記捕捉材保持部材から離脱するものであるこ
とを特徴とする清浄フィルタである。
　請求項１１に係る発明は、請求項１０に係る清浄フィルタのうち前記捕捉材の保持領域
が矩形状に形成された捕捉材保持部材を有する態様において、前記捕捉材供給装置は、前
記供給器具として前記捕捉材が噴霧可能な噴霧具と、この噴霧具又は噴霧具からの前記捕
捉材の噴霧経路中に設けられて前記捕捉材の噴霧領域形状を矩形状に規制する噴霧領域規
制部材とを有することを特徴とする清浄フィルタである。
　請求項１２に係る発明は、請求項１０に係る清浄フィルタにおいて、前記捕捉材供給装
置は、前記供給器具として複数種の前記捕捉材が噴霧可能な噴霧具と、複数種の前記捕捉
材を分離して収容する前記容器とを有することを特徴とする清浄フィルタである。
【０００７】
　請求項１３に係る発明は、空気流通路が形成された清浄装置本体と、この清浄装置本体
の空気流通路に設けられる請求項１ないし１２いずれかに係る清浄フィルタとを備えたこ
とを特徴とする空気清浄装置である。
　請求項１４に係る発明は、空気流通路が形成された清浄装置本体と、この清浄装置本体
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の空気流通路に設けられる請求項５に係る清浄フィルタとを備え、前記清浄フィルタ又は
清浄装置本体には前記触媒粒子が加熱可能な加熱手段を有することを特徴とする空気清浄
装置である。
　請求項１５に係る発明は、請求項１３又は１４に係る空気清浄装置と、この空気清浄装
置からの離脱した清浄フィルタを再生処理するフィルタ再生装置とを備え、再生処理され
た清浄フィルタを再利用することを特徴とする空気清浄維持システムである。
　請求項１６に係る発明は、請求項１５に係る空気清浄維持システムにおいて、更に、前
記フィルタ再生装置にて再生処理された清浄フィルタの清浄度を検査するフィルタ清浄度
検査装置を備え、前記フィルタ清浄度検査装置にて検査された清浄フィルタの清浄度が予
め決められた許容値の範囲であることを条件として当該清浄フィルタを再利用することを
特徴とする空気清浄維持システムである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に係る発明によれば、選定されたガス状汚染物質及び粒子状汚染物質を捕捉し
、汚染物質の捕捉性能を再生するにあたり、加熱脱離処理による再生処理にて捕捉材保持
部材に保持された劣化した液状の添加剤からなる捕捉材及び当該捕捉材に捕捉された汚染
物質を消失させ、捕捉材保持部材そのものを再生することができる。
　請求項２に係る発明によれば、ガス捕捉部材の捕捉材保持部材に耐熱性を有する固体状
の捕捉材を保持した態様においては、再生処理としての加熱脱離処理にて捕捉材そのもの
を再生することができる。
　請求項３に係る発明によれば、ガス捕捉部材の捕捉材保持部材に対し固体状の捕捉材を
偏ることなく保持することができる。これにより、通気抵抗を低減させ、汚染物質と捕捉
材との接触抵抗を向上させることができる。
　請求項４に係る発明によれば、粒子状汚染物質の濾過精度を高く調整でき、かつ、加熱
脱離処理からなる再生処理にて捕捉材の消失と共に捕捉された粒子状汚染物質を焼却する
ことができる。
　請求項５に係る発明によれば、ガス捕捉部材の構成を工夫することで、ガス状汚染物質
を効果的に分解することができ、その分、捕捉材による汚染物質の捕捉量を低減させるこ
とができる。
　請求項６に係る発明によれば、選定されたガス状汚染物質及び粒子状汚染物質を捕捉し
、かつ、選定された汚染物質の捕捉性能を回復することができる。
　請求項７に係る発明によれば、選定された汚染物質の捕捉性能を再生することができる
。
　請求項８に係る発明によれば、選定された汚染物質の捕捉性能を加熱脱離処理にて再生
することができる。
　請求項９に係る発明によれば、本構成を有さない態様に比べて、捕捉材保持部材に対し
液状の捕捉材を略均等に供給することができる。
　請求項１０に係る発明によれば、既存の清浄フィルタに対して簡単に捕捉材を供給する
ことができる。
　請求項１１に係る発明によれば、本構成を有さない態様に比べて、捕捉材の保持領域が
矩形状に形成された捕捉材保持部材に対し液状の捕捉材を無駄なく略均等に供給すること
ができる。
　請求項１２に係る発明によれば、既存の清浄フィルタに対して簡単に複数種の液状の捕
捉材を供給することができる。
　請求項１３に係る発明によれば、選定されたガス状汚染物質及び粒子状汚染物質を捕捉
し、かつ、選定された汚染物質の捕捉性能を再生又は回復することが可能な空気清浄装置
を容易に構築することができる。
　請求項１４に係る発明によれば、ガス状汚染物質をより効果的に分解することができ、
その分、捕捉材による汚染物質の捕捉量を低減させることができると共に、加熱手段から
の熱を暖房などの熱源として有効に利用することができる。
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　請求項１５に係る発明によれば、選定されたガス状汚染物質及び粒子状汚染物質を捕捉
し、かつ、選定された汚染物質の捕捉性能を再生することが可能な空気清浄維持システム
を容易に構築することができる。
　請求項１６に係る発明によれば、清浄フィルタの清浄度を検査する工程を経て清浄フィ
ルタを再利用することが可能な空気清浄維持システムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（ａ）は本発明が適用される空気清浄装置及び空気清浄維持システムの実施の形
態の概要を示す説明図、（ｂ）は本発明が適用される空気清浄装置及び空気清浄維持シス
テムの別の実施の形態の概要を示す説明図である。
【図２】実施の形態１に係る空気清浄維持システムを示す説明図である。
【図３】実施の形態１で用いられる空気清浄装置の全体構成を模式的に示す説明図である
。
【図４】実施の形態１で用いられる清浄フィルタの詳細を示す説明図である。
【図５】（ａ）は実施の形態１で用いられる清浄フィルタの一つである微生物除去フィル
タの構成例を示す説明図、（ｂ）はその断面説明図、（ｃ）は微生物除去フィルタの他の
構成例を示す説明図である。
【図６】（ａ）は実施の形態１で用いられる清浄フィルタの一つであるガス除去フィルタ
の全体構成を示す説明図、（ｂ）はその分解斜視図、（ｃ）は（ｂ）の整流板の構成例を
示す説明図である。
【図７】実施の形態１で用いられるフィルタ再生装置の一例である加熱脱離装置の詳細を
示す説明図である。
【図８】図７に示す加熱脱離装置とその加熱脱離処理対象である各フィルタとの関係を示
す説明図である。
【図９】（ａ）（ｂ）は実施の形態１で用いられる汚染物質分析装置の夫々別の例を示す
説明図である。
【図１０】（ａ）は実施の形態１で用いられるフィルタ清浄度検査装置の一例を示す説明
図、（ｂ）は検査チェンバ内での検査対象フィルタの汚染物質濃度の時間変化を示す説明
図、（ｃ）は検査対象フィルタによる汚染物質発生量を算出する算出式を示す説明図、（
ｄ）は予め定められた汚染物質の発生量基準値におけるテーブル例を示す説明図である。
【図１１】（ａ）は実施の形態１で用いられるガス除去フィルタの変形形態を示す説明図
、（ｂ）は変形形態に係るガス除去フィルタの作用を示す説明図である。
【図１２】実施の形態２に係る空気清浄装置の要部を示す説明図である。
【図１３】実施の形態３に係る空気清浄装置の要部を示す説明図である。
【図１４】（ａ）（ｂ）は実施の形態３で用いられる添加剤供給装置の変形形態を示す説
明図である。
【図１５】（ａ）（ｂ）は実施の形態３で用いられる添加剤供給装置のノズル以外の噴霧
具を示す説明図である。
【図１６】実施の形態４に係る空気清浄装置の要部を示す説明図である。
【図１７】（ａ）は実施の形態５に係る空気清浄装置の要部を示す説明図、（ｂ）は（ａ
）中Ｂ－Ｂ線で切断した断面説明図である。
【図１８】（ａ）は実施の形態６に係る空気清浄装置の要部を示す説明図、（ｂ）は本実
施の形態で用いられる清浄フィルタの性能を回復するための分離型の添加剤供給装置の概
要を示す説明図である。
【図１９】（ａ）は実施の形態６で用いられる分離型の添加剤供給装置の構成を示す説明
図、（ｂ）は（ａ）中Ｂ－Ｂ線で切断した断面説明図である。
【図２０】実施の形態６で用いられる分離型の添加剤供給装置の使用方法を示す説明図で
ある。
【図２１】（ａ）（ｂ）は実施の形態６で用いられる分離型の添加剤供給装置の変形形態
を示す説明図である。
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【図２２】（ａ）は便器に利用される実施の形態７に係る空気清浄装置の要部を示す斜視
説明図、（ｂ）はその側面説明図である。
【図２３】便器に利用される実施の形態８に係る空気清浄装置の要部を示す説明図である
。
【図２４】（ａ）は実施の形態８で用いられる個別カートリッジの選択操作例を示す説明
図、（ｂ）は個別カートリッジの切替選択方式の一例を示す説明図である。
【図２５】（ａ）は実施の形態８で用いられる再生カートリッジについての後処理例を示
し、（ｂ）は実施の形態８で用いられる個別カートリッジについての後処理例を示す説明
図である。
【図２６】実施の形態９に係る空気清浄装置としてのマスクの要部を示す説明図である。
【図２７】（ａ）は実施の形態９に係るマスクで用いられる吸気フィルタ構成例を示す説
明図、（ｂ）は実施の形態９に係るマスクで用いられる呼気フィルタ構成例を示す説明図
である。
【図２８】（ａ）は実施例１に係る清浄フィルタを用い、化学吸着剤による噴霧実験を行
った際のガス状汚染物質としてのホルムアルデヒドの除去率変化を示すグラフ図、（ｂ）
は（ａ）の汚染物質除去率の算出式を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
◎実施の形態の概要
　図１（ａ）は本発明が適用された空気清浄装置の実施の形態の概要を示す説明図である
。
　同図において、空気清浄装置１は、空気流通路３が形成された清浄装置本体２と、この
清浄装置本体２の空気流通路３に設けられる清浄フィルタ４とを備えたものである。
　本実施の形態では、清浄フィルタ４は、空気清浄装置１の清浄装置本体２内の空気流通
路３に設けられ且つ前記空気流通路３を通過する空気を清浄する清浄フィルタ４であって
、ガス状汚染物質を捕捉するガス捕捉部材６と、粒子状汚染物質を捕捉する粒子捕捉部材
５とを備え、前記ガス捕捉部材６及び粒子捕捉部材５の少なくとも一方は、予め決められ
た空気中の汚染物質を捕捉する捕捉材７と、清浄装置本体２に対して着脱自在に装着され
、通気性を確保するように空気流通路３に面して捕捉材７を保持する捕捉材保持部材８と
を有し、捕捉材保持部材８は、清浄装置本体２から離脱したときに、捕捉材７を保持した
まま捕捉材７による汚染物質の捕捉性能を再生する再生処理に供されるものである。
【００１１】
　このような技術的手段において、ガス状汚染物質とはガス状の臭気物質又は化学物質を
指す。
　また、粒子状汚染物質とは主として微生物粒子やアレルゲン粒子を想定しているが、こ
れ以外の粉塵なども含む。
　ここで、微生物粒子とは細菌、真菌、ウィルス等を指し、また、アレルゲン粒子とは花
粉、ダニ及びその糞などを指すが、微生物粒子が同時にアレルゲン粒子であることもある
。
　更に、清浄フィルタ４としては、ガス捕捉部材６及び粒子捕捉部材５の両者を含むもの
を前提とする。
　更にまた、捕捉材７は活性炭、ゼオライト、布フィルタ、金属フィルタ等の固体状の態
様に限られず、液体状、粉体状の各種添加剤などをも含む。
　ここで、添加剤には、臭気物質、化学物質を除去するための化学吸着剤、添着剤や、微
生物の殺菌に対応する殺菌剤、微生物の発生、生育、増殖防止に対応する抗菌剤、制菌剤
、更に、アレルゲン粒子に対してはアレルゲンを不活化する薬剤などを含む。
　また、捕捉材保持部材８は捕捉材７を保持するものであれば、例えば固体状の態様の捕
捉材７を保持する枠状、容器状のものであってもよいし、各種添加剤を含浸あるいは添着
保持させる金属繊維や不織布や金属繊維と不織布とを組み合わせた態様など適宜選定して
差し支えない。
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　更に、再生処理とは、捕捉材７による捕捉性能を再生するものであれば広く含み、加熱
脱離処理、溶媒洗浄、超臨界洗浄などが挙げられる。
【００１２】
　次に、再生処理として加熱脱離処理を対象とする清浄フィルタ４としては以下の態様が
挙げられる。
　一例としては、捕捉材保持部材８は耐熱性を有し、加熱脱離処理からなる再生処理にて
耐熱性を有する捕捉材７を再生するものが挙げられる。これは、加熱脱離処理により捕捉
材７を再生する方式で、活性炭等の捕捉材７に捕捉されたガス状汚染物質を脱離したり、
金属製フィルタ等の捕捉材７に捕捉された微生物粒子やアレルゲン粒子を焼却するもので
ある。
　他の例としては、捕捉材保持部材８は耐熱性を有し、加熱脱離処理からなる再生処理に
て捕捉材保持部材８に保持された捕捉材７を消失させるものが挙げられる。これは、加熱
脱離処理により劣化した捕捉材（主として添加剤）を消失させ、捕捉材保持部材８そのも
のを清浄状態に戻す方式である。
【００１３】
　また、捕捉材保持部材８の代表的態様としては、通気性を有する外側保持枠と、この外
側保持枠内に複数収容され且つ通気性を確保するように固体状の捕捉材７を分散充填する
整流板とを備えている態様が挙げられる。本態様は、固体状捕捉材７を保持する上で有効
であり、ここでいう整流板の形状としては例えば断面台形波形状のものを用い、ハニカム
構造の保持孔部を多数設けるほか、正弦波形状や矩形波形状のものを用い、円状、矩形状
の保持孔部を設けるようにしてもよい。
　更に、粒子捕捉部材５の捕捉材保持部材８の他の代表的態様としては、耐熱性を有する
素材で通気率の異なる複数のメッシュ層を有し、この複数のメッシュ層にて捕捉材７とし
ての添加剤を保持するものが挙げられる。これは、加熱脱離処理からなる再生処理に有効
な粒子捕捉部材であり、通気率の異なる複数のメッシュ層としては、金属あるいは不織布
などが挙げられる。
【００１４】
　更に、ガス捕捉部材６の好ましい態様としては、予め決められたガス状汚染物質を捕捉
する捕捉材７を保持すると共に、この捕捉材７よりも空気流通方向上流側に前記ガス状汚
染物質が分解可能な触媒粒子をも保持するものが挙げられる。
　本態様は、触媒粒子（白金、マンガン等）によりアルデヒド類等のガス状汚染物質を分
解する方式であり、ガス状汚染物質を分解すると、大方は無害な水と二酸化炭素とに分解
されるが、これ以外の分解生成物に有害物質が含まれる可能性がある。仮に、分解生成物
のうち、有害物質が含まれていたとしても、空気流通方向下流側に位置する捕捉材７にて
有害物質は捕捉されることから、有害物質が室内空間に放出される懸念はほとんどない。
　このようなガス捕捉部材６を備えた空気清浄装置にあっては、清浄フィルタ４又は清浄
装置本体２には前記触媒粒子が加熱可能な加熱手段を有することが好ましい。
　これは、清浄フィルタ４に触媒粒子を保持した態様を利用し、触媒粒子を加熱するため
に清浄フィルタ４又は清浄装置本体２のうち触媒粒子の近傍に加熱手段を配設した方式で
ある。
　本態様では、触媒粒子の多くは常温よりも高温状態（例えば２００℃以上）で分解反応
が効率的に行われる。そこで、清浄フィルタ４の触媒粒子の近傍に加熱手段を配設するよ
うにすれば、この加熱手段の熱により触媒粒子の分解効率が上昇する。このとき、発生す
る熱は空気清浄装置１として暖房時の熱源として利用することも可能である点で好ましい
。
【００１５】
　また、空気清浄装置１の実施の形態の概要の他の例を図１（ｂ）に示す。
　同図において、空気清浄装置１は、図１（ａ）とは異なる清浄フィルタ４を備えている
。
　この清浄フィルタ４は、空気清浄装置１の清浄装置本体２の空気流通路３に設けられ且
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つ空気流通路３を通過する空気を清浄する清浄フィルタ４であって、ガス状汚染物質を捕
捉するガス捕捉部材６と、粒子状汚染物質を捕捉する粒子捕捉部材５とを備え、前記ガス
捕捉部材６及び粒子捕捉部材５の少なくとも一方は、予め決められた空気中の汚染物質を
捕捉する捕捉材７（例えば７ａ，７ｂ）と、通気性を確保するように空気流通路に面して
捕捉材を保持する捕捉材保持部材８と、前記捕捉材７による汚染物質の捕捉性能を回復す
るように捕捉材保持部材８に対し捕捉材７を供給する捕捉材供給装置１０（例えば１０ａ
，１０ｂ）と、を有するものである。
　本態様では、清浄フィルタ４は再生処理に供されないものも含む。
　また、捕捉材７の供給タイミングは定期的に行われることが多いが、不定期的に行うよ
うにしても差し支えない。
【００１６】
　本例において、捕捉材保持部材８の代表的態様としては、清浄装置本体２に着脱自在に
装着され、清浄装置本体２から離脱したときに、捕捉材７を保持したまま捕捉材７による
汚染物質の捕捉性能を再生する再生処理に供されるものが挙げられる。本態様では、再生
処理にて清浄フィルタ４の寿命が更に延びる点で好ましい。
　特に、加熱脱離処理からなる再生処理に供される態様としては、捕捉材保持部材８は耐
熱性を有し、加熱脱離処理からなる再生処理に供されるようにすればよい。
　更に、捕捉材供給装置１０の代表的態様としては、ガス状汚染物質及び粒子状汚染物質
のうち予め決められた汚染物質が捕捉可能な捕捉材７を選択的に供給するようにすればよ
い。
　ここでいう‘選択的’とは対応する汚染物質毎に個々的に供給することは勿論、予め決
められた複数の汚染物質に対応して選択された捕捉材を混合して供給することをも含む。
　例えば図１（ｂ）に示す態様を例に挙げて説明すると、粒子捕捉部材５が特定の粒子状
汚染物質を捕捉するには、粒子捕捉部材５の捕捉材保持部材８に対し特定の粒子状汚染物
質が捕捉可能な捕捉材７（例えば７ａ）を選択的に供給するようにすればよく、また、ガ
ス捕捉部材６が特定のガス状汚染物質を捕捉するには、ガス捕捉部材６に対し特定のガス
状汚染物質が捕捉可能な捕捉材７（例えば７ｂ）を選択的に供給するようにすればよい。
このとき、ガス捕捉部材６の構成としては捕捉材保持部材８に捕捉材供給装置１０（例え
ば１０ｂ）から供給される捕捉材７（例えば７ｂ）とは別の捕捉材７（例えば７ｃ：例え
ば活性炭等）を保持させたものでもよい。
【００１７】
　また、捕捉材供給装置１０の好ましい態様としては、液状の捕捉材７が噴霧可能な噴霧
具を有し、前記捕捉材保持部材８に対する予め決められた捕捉材７の保持領域全域に当該
捕捉材７を噴霧するように、前記噴霧具による捕捉材７の噴霧条件を設定したものが挙げ
られる。
　ここで、噴霧具としては、噴霧ノズルに限らず、気化器等適宜選定することができる。
　また、捕捉材７の噴霧条件としては、捕捉材保持部材８に対する予め決められた捕捉材
７の保持領域全域に当該捕捉材７を噴霧することが可能になる条件であればよく、例えば
噴霧時に空気流通路３を流れる気流を一時停止させたり、噴霧時にノズル状の噴霧具を揺
動させたり、あるいは、空気流通路３に流れる気流に向かって捕捉材７を噴霧させ、気流
と共に分散させる等適宜選定して差し支えない。
　更に、清浄フィルタ４としては、捕捉材供給装置１０を常時装備する態様に限らず、使
用時には捕捉材供給装置１０を分離するようにしてもよい。この種の分離型清浄フィルタ
４の捕捉材供給装置１０の代表的態様としては、捕捉材保持部材８に対して着脱自在に装
着され、捕捉材７供給時に捕捉材保持部材８に装着され、捕捉材７非供給時には捕捉材保
持部材８から離脱するものが挙げられる。
　ここで、分離型清浄フィルタ４の代表的態様としては、清浄フィルタ４のうち捕捉材７
の保持領域が矩形状に形成された捕捉材保持部材８を有する態様において、捕捉材供給装
置１０は、液状の捕捉材７が噴霧可能な噴霧具と、この噴霧具又は噴霧具からの捕捉材７
の噴霧経路中に設けられて捕捉材７の噴霧領域形状を矩形状に規制する噴霧領域規制部材
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とを有するものがある。
　本態様では、液状の捕捉材７の噴霧領域形状を矩形状に規制することで、捕捉材７の保
持領域が矩形状に形成された捕捉材保持部材８に対して捕捉材７の保持領域に合わせて捕
捉材７を噴霧することが可能である。
　そして、捕捉材７の噴霧経路中に設けられる噴霧領域規制部材は、捕捉材７を無駄なく
有効に利用するという観点からすれば、捕捉材保持部材８に対して密着配置されることが
好ましく、また、捕捉材保持部材８に保持されなかった捕捉材７は再利用される構成が好
ましい。
　更に、分離型清浄フィルタ４の他の代表的態様としては、捕捉材供給装置１０は、複数
種の液状の捕捉材７が噴霧可能な噴霧具と、複数種の液状の捕捉材７を分離して収容する
捕捉材収容容器とを有するものが挙げられる。
【００１８】
　また、空気清浄装置１の清浄フィルタ４が再生処理に供される態様にあっては、以下の
ような空気清浄維持システムが構築され得る。
　この空気清浄維持システムは、上述した空気清浄装置１と、この空気清浄装置１からの
離脱した清浄フィルタ４を再生処理するフィルタ再生装置１５とを備え、再生処理された
清浄フィルタ４を再利用するものである。
　ここで、フィルタ再生装置１５には加熱脱離装置以外に薬液洗浄装置、超臨界清浄装置
など清浄フィルタ４の汚染物質の捕捉性能を再生するものであれば広く含む。
【００１９】
　以下、添付図面に示す実施の形態に基づいて本発明をより詳細に説明する。
◎実施の形態１
－空気清浄維持システムの全体構成－
　図２は本発明が適用された空気清浄維持システムの実施の形態１の全体構成を示す。
　同図において、空気清浄維持システムは、人Ｍが居住する室内空間Ｒに設置される空気
清浄装置２０と、この空気清浄装置２０の一要素である清浄フィルタ４０をフィルタ回収
者１００を介して一旦回収し且つ回収した清浄フィルタ４０を再生処理するフィルタ再生
装置１１０とを備えている。
－空気清浄装置の概要－
　本実施の形態において、空気清浄装置２０は、図３に示すように、空気流通路２２が区
画形成される清浄装置本体としてのエアダクト２１を有し、この空気流通路２２には入口
開口２３側に空気が吸引される吸引ファン３０を配設し、この吸引ファン３０よりも空気
流通方向下流側に清浄フィルタ４０を配設したものである。
　尚、本実施の形態では、エアダクト２１内に吸引ファン３０を配設しているが、これに
限られず、エアダクト２１の出口側に別体の換気ユニットを配設し、この換気ユニットに
てエアダクト２１の空気流通路２２内に空気を引き込むようにしてもよい。
【００２０】
－清浄フィルタ－
　本実施の形態において、清浄フィルタ４０は、図３及び図４に示すように、エアダクト
２１の空気流通路２２の入口開口２３側から出口開口２４側にかけて順に、プレフィルタ
４１、微生物除去フィルタ４２、中性能フィルタ４３、ガス除去フィルタ４４、ＨＥＰＡ
フィルタ（High Efficiency Particulate Air filter）４５を配設したものである。
　本例では、各フィルタ４１～４５は清浄装置本体としてのエアダクト２１に対していず
れも着脱自在に装着されている。
（１）プレフィルタ４１
　これは、目の粗いメッシュ状のフィルタで、主として粗い粉塵などを捕捉するものであ
り、例えば金属メッシュや、金属繊維、炭素繊維などを用いて不織布状に成型したもので
構成される。
【００２１】
（２）微生物除去フィルタ４２
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　これは、主として細菌、真菌、ウィルスなどの微生物粒子を捕捉するものであるが、微
生物粒子と同様な花粉やダニ及びその糞などのアレルゲン粒子をも捕捉し得るものである
。
　そして、本例では、フィルタ再生装置１１０による再生処理の一例として加熱脱離処理
を行うことから、捕捉した微生物粒子やアレルゲン粒子を熱を加えて焼却処理するため、
耐熱性が求められる構成になっている。
　図５（ａ）～（ｃ）に構成例を示す。
　図５（ａ）（ｂ）に示す態様では、微生物除去フィルタ４２は、再生処理としての加熱
離脱処理にて再生可能な再生カートリッジとして構成され、通気率の異なる金属メッシュ
からなる複数のメッシュ層（４２ａ～４２ｅ）を多段に積層配置したものである。ここで
は、目の粗いメッシュ層４２ｄ，４２ｅにて剛性のある支持層を形成し、表面側のメッシ
ュ層４２ａを保護層にすると共に、保護層４２ａと支持層４２ｄ，４２ｅとの間に目の細
かいメッシュ層４２ｂ，４２ｃを微生物が通過し難い程度の濾過層として形成するように
したものである。
　また、図５（ｃ）に示す態様では、微生物除去フィルタ４２は、通気率の異なる複数の
メッシュ層（４２ａ，４２ｆ，４２ｇ，４２ｄ）を多段に積層配置したものであるが、目
の粗い金属メッシュからなるメッシュ層４２ｄにて剛性のある支持層を形成し、表面側の
金属メッシュからなるメッシュ層４２ａを保護層にすると共に、保護層４２ａと支持層４
２ｄとの間に金属メッシュと不織布とが組み合わされた目の細かいメッシュ層４２ｆ，４
２ｇを被生物が通過し難い程度の濾過槽として形成したものである。
　尚、耐熱性を有するフィルタ構成としては、金属繊維や炭素繊維を用いて不織布状に成
型するものでもよいことは勿論である。
（３）中性能フィルタ４３
　これは、プレフィルタ４１よりも目の細かいメッシュ状のフィルタで、主として中程度
の大きさの粉塵などを捕捉するものであり、例えば金属メッシュや、金属繊維、炭素繊維
などを用いて不織布状に成型したもので構成される。
【００２２】
（４）ガス除去フィルタ４４
　これは、臭気・化学物質のガス状汚染物質を除去するフィルタであり、例えば図６に示
すように、フィルタ再生装置１１０（図２参照）による再生処理の一例として加熱脱離処
理に対応可能な再生カートリッジ構成を備えている。
　図６（ａ）（ｂ）において、ガス除去フィルタ４４は耐熱性金属、例えばステンレス製
のボックス状の外側保持枠５１を有し、この外側保持枠５１を分割可能な一対の断面コ字
状の保持枠部材５１ａ，５１ｂで構成し、夫々の保持枠部材５１ａ，５１ｂの頂部に通気
路としての開口を開設すると共に、この開口に金属メッシュ５２を設け、夫々の保持枠部
材５１ａ，５１ｂの周壁には適宜数の取付孔５３を開設すると共に、ネジ等の取付具５４
にて両保持枠部材５１ａ，５１ｂを固定するようにしたものである。
　そして、図６（ｂ）に示すように、この外側保持枠５１内には複数の整流板５５を配列
し、整流板５５相互間に多数の保持孔部５６を形成するようにしたものである。
　本例では、整流板５５は、例えば図６（ｃ）に示すように、耐熱性金属、例えばステン
レス製の板材を断面台形状部５５ａ，５５ｂが波形状に連なるように型成型し、複数の整
流板５５を配列することにより、ハニカム構造の保持孔部５６を確保するようにしたもの
である。
　この整流板５５は、外側保持枠５１の厚さ寸法に略対応した幅寸法を持ち、外側保持枠
５１の金属メッシュ５２間に前記保持孔部５６が貫通するように配列される。
　そして、複数の整流板５５にて区画された保持孔部５６には例えば臭気物質を吸着する
活性炭、ゼオライト、セラミックスなどの吸着材５７が収容保持されている。
　このような吸着材５７は整流板５５にて区画された保持孔部５６に分散して充填される
ことから、ガス除去フィルタ４４を縦方向に配置したとしても、外側保持枠５１内で吸着
材５７が偏って配置されることはない。
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　更に、本実施の形態では、ガス除去フィルタ４４の外側保持枠５１の開口縁部の一部に
はオーナー番号（ガス除去フィルタ４４の所有者を示す番号）が刻印されたオーナー表示
部５９が設けられている。
（５）ＨＥＰＡフィルタ４５
　これは、中性能フィルタ４３よりも更に目の細かいメッシュ状のフィルタで、例えばガ
ス除去フィルタ４４で用いられる活性炭の微小粉体などを捕捉するものであり、例えば金
属メッシュや、金属繊維、炭素繊維などを用いて不織布状に成型したもので構成される。
【００２３】
－添加剤供給装置－
　本実施の形態において、清浄フィルタ４０は、例えば微生物除去フィルタ４２及びガス
除去フィルタ４４に対して除去対象となる微生物粒子やＶＯＣ（Volatile Organic Compo
undsの略）などのガス状汚染物質に対応する添加剤が供給可能な添加剤供給装置７０を備
えている。
　この添加剤供給装置７０は、図３及び図４に示すように、臭気物質、化学物質の除去に
対応する添加剤（例えばアンモニアに対応する添加剤Ｓａ、メチルメルカプタンに対応す
る添加剤Ｓｍ、あるいは、これらを含む複数の臭気・化学物質に対応する混合添加剤Ｓｘ
など）と、微生物の除去に対応する添加剤Ｓｗ（例えば微生物の殺菌に対応する殺菌剤、
微生物の増殖防止に対応する抗菌剤など）とを有している。
　そして、これらの添加剤は例えば夫々対応する添加剤ボトル７１，７２に分注され、各
添加剤ボトル７１，７２から添加剤を図示外のポンプにて一定量吸い上げ、定期的に噴霧
される。
　図３において、添加剤供給装置７０ａは例えば微生物の除去に対応する添加剤Ｓｗを供
給する要素であり、添加剤供給装置７０ｂは例えば添加剤Ｓｘを供給する要素を示す。
　そして、制御装置８０は、添加剤供給装置７０ａ内の添加剤Ｓｗを開閉弁７３による開
閉に応じて微生物除去フィルタ４２に定期的に定量供給し、また、添加剤供給装置７０ｂ
内の添加剤Ｓｘを開閉弁７４による開閉に応じてガス除去フィルタ４４に定期的に定量供
給するように夫々の開閉弁７３，７４を開閉制御するようになっている。尚、開閉弁７３
，７４の開閉制御としては、単に開閉するだけでもよいし、あるいは、開度を調整するよ
うにしてもよいことは勿論である。
【００２４】
－清浄フィルタの作用－
　例えば図４に示すように、空気中の汚染物質として、粉塵Ａ、花粉Ｂ、真菌Ｃ、細菌Ｄ
、ウィルスＥ、化学物質Ｆ、臭気物質Ｇが存在する場合を想定すると、粉塵Ａは主として
プレフィルタ４１、中性能フィルタ４３、ＨＥＰＡフィルタ４５にて捕捉され、真菌Ｃ、
細菌Ｄ、ウィルスＥは主として微生物除去フィルタ４２にて捕捉され、更に、化学物質Ｆ
、臭気物質Ｇは主としてガス除去フィルタ４４にて捕捉される。尚、花粉Ｂは微生物除去
フィルタ４２や中性能フィルタ４３にて捕捉される。
　このとき、本実施の形態では、微生物除去フィルタ４２及びガス除去フィルタ４４には
対応する添加剤Ｓが定期的に噴霧されることから、臭気物質、化学物質、微生物の除去性
能が定期的に回復する。
　尚、本実施の形態では、微生物除去フィルタ４２及びガス除去フィルタ４４に添加剤Ｓ
を噴霧するようにしているが、これに限られるものではなく、必要に応じて中性能フィル
タ４３等の粉塵除去フィルタにも添加剤Ｓを噴霧するようにしてもよい。
【００２５】
　また、本実施の形態では、空気清浄装置２０の設置空間の汚染状態に応じたフィルタ構
成とすることができる。すなわち、従来のガス除去、粉塵除去フィルタは、一般的な汚染
状態を想定し、一般的な汚染物質に有効な添着剤など添加したものである。
　これに対し、本実施の形態では、空気清浄機設置室の汚染物質の種類や物理・化学的特
性により、添加剤を選定することが可能である。
　例えば、真菌（カビ）や細菌が主たる汚染物質の空間では、その菌種に有効な殺菌、抗
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菌、制菌剤を微生物除去フィルタ４２や中性能フィルタ４３等の粉塵除去フィルタ等に噴
霧するようにすればよい。また、アンモニアが主たる汚染物質の空間では、アンモニア対
応した添加剤Ｓａを噴霧するようにすればよい。更に、多くの空間では除去すべき汚染物
質が、ホルムアルデヒド、メチルメルカプタン、硫化水素など複数になるような場合には
、それぞれの汚染物質に対応する添加剤Ｓｆ、Ｓｍ、Ｓｓをそれぞれの添加剤ボトルから
、あるいは、混合して添加するようにすればよい。
　尚、花粉などのアレルゲン粒子が多い空間では、アレルゲン粒子を不活化する薬剤を添
加剤として例えば微生物除去フィルタ４２に供給するようにすればよい。また、たばこ臭
、焼き肉臭、ペット臭などの臭気物質の多い空間では、これらの臭気物質に対応した添加
剤を供給するようにしてもよい。
　また、本実施の形態では、微生物除去フィルタ４２には殺菌剤、抗菌剤、制菌剤などの
添加剤が噴霧、含浸されるため、これらによって変質しないことが好ましく、また、これ
らの添加剤が吸引ファン３０の気流によって揮発し難いことが好ましい。仮に、添加剤が
揮発、運搬されたとしても、空気流通路２２の下流側にガス除去フィルタ４４が設置され
ているため、添加剤が室内に不必要に拡散するという事態は有効に回避される。
【００２６】
－フィルタ再生装置－
　本実施の形態では、微生物除去フィルタ４２やガス除去フィルタ４４には添加剤が定期
的に供給されているが、これらのフィルタを長期に亘って使用すると、添加剤の総量が多
くなり過ぎ、性能の回復性に悪影響が生ずる懸念がある。
　そこで、本実施の形態では、図２に示すように、フィルタ回収者１００が対応するフィ
ルタを一旦回収し、これらのフィルタを再生するためにフィルタ再生装置１１０による再
生処理が行われるようになっている。
　ここで、フィルタ再生装置１１０としては、例えば加熱脱離装置１１１と、薬液洗浄装
置１１２とが挙げられる。
【００２７】
（１）加熱脱離装置１１１
　これは、微生物除去フィルタ４２及びガス除去フィルタ４４が再生カートリッジとして
構成されていることから、これらのフィルタを加熱脱離処理するものである。
　本例では、加熱脱離装置１１１は、図７及び図８に示すように、複数に分割形成された
耐熱チェンバ１２１，１２２からなる耐熱ケーシング１２０を有し、この耐熱ケーシング
１２０の一方の耐熱チェンバ１２１にフィルタ収容部１２３（具体的には微生物除去フィ
ルタ４２に対応した部分１３１及びガス除去フィルタ４４に対応した部分１３２）を設け
、このフィルタ収容部１２３には排気口１２５を開設すると共に、フィルタ収容部１２３
に対応した部位にはヒータ１２６，１２７を設け、温度制御器１２８にて前記ヒータ１２
６，１２７を所定の温度（例えば２００℃～５００℃程度）に加熱するようになっている
。
　尚、符号１２４は耐熱性接続ダクト、符号１２９はフィルタ収容部１２３でのフィルタ
保持壁、符号１３３，１３４は夫々の微生物除去フィルタ４２，ガス除去フィルタ４４を
フィルタ収容部１２３に収容したときに内部を目視するためのメンテナンス口である。
　本実施の形態によれば、微生物除去フィルタ４２に捕集された汚染物質が焼却されると
共に、添加された添加剤が脱離除去される。この結果、微生物除去フィルタ４２は清浄状
態に再生される。
　また、ガス除去フィルタ４４の吸着材５７に捕捉された汚染物質と添加剤とが脱離除去
され、吸着材５７の吸着性能が再生される。
　特に、本例では、ヒータ１２６，１２７の加熱温度としては３００℃～３５０℃程度で
、微生物除去フィルタ４２、ガス除去フィルタ４４は効果的に再生される。
（２）薬液洗浄装置１１２
　本実施の形態では、薬液洗浄装置１１２は所定の薬液にて中性能フィルタ４３等の粉塵
除去フィルタの汚れを洗浄することが可能である。
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【００２８】
－汚染物質分析装置１６０－
　本実施の形態では、加熱脱離装置１１１又は薬液洗浄装置１１２による再生処理に当た
って、各フィルタ４２，４４から除去される汚染物質を分析することが可能であり、回収
した洗浄フィルタ４０の設置空間の汚染物質状況を分析することが可能である。
　ここで、汚染物質分析装置１６０（図２参照）としては、ガスクロマトグラフ、ガスク
ロマトグラフ質量分析器、高速液クロマトグラフ、イオンクロマトグラフなどが採用され
、捕集部材にて捕集されたガスが分析される。
　また、捕集部材としては、例えば図９（ａ）に示すように、ＶＯＣのうちＨＣＨＯを捕
集するＨＣＨＯ捕集管１６５や、これ以外のＶＯＣを捕集する捕集管１６６が用いられる
。本例では、ＨＣＨＯ捕集管１６５としては、ＤＮＰＨ（２，４ジニトロフェニルヒドラ
ジン）を捕集剤としたものが用いられ、また、他の捕集管１６６としては炭素系捕集剤や
Ｔｅｎａｘ　ＴＡが用いられる。
　また、汚染物質分析装置１６０は、前記捕集管１６５，１６６にて捕集されたＶＯＣを
、ポンプ１７１，１７２を介してフローメータ１７３，１７４及びガスメータ１７５，１
７６に送り、定性、定量分析するものである。
　尚、捕集部材の別の態様としては、例えば図９（ｂ）に示すように、例えばインピンジ
ャーからなる捕集管１６７を利用し、ポンプ１７７を介してガスメータ１７８に送り、定
性分析するようにしてもよい。
【００２９】
－フィルタ清浄度検査装置－
　本実施の形態では、フィルタ再生装置１１０により再生された洗浄フィルタ４０につき
フィルタ清浄度検査装置２００（図２参照）にて清浄フィルタ４０の清浄度を検査するこ
とが可能である。
　図１０（ａ）において、フィルタ清浄度検査装置２００は、清浄空気が供給口２０２か
ら供給され且つ排出口２０３から排出されると共に拡散ファン２０５で拡散される検査用
チェンバ２０１と、この検査用チェンバ２０１内に設けられ且つ検査対象である清浄フィ
ルタ４０の要素であるガス除去フィルタ４４（４２）を着脱自在に保持する図示外の保持
機構と、この保持機構に保持されたフィルタ４４（４２）に対し検査用チェンバ２０１内
の空気を通過させるファンユニット２１０と、前記フィルタ４４（４２）を通過したファ
ンユニット２１０による空気流の下流側に設けられ、フィルタ４４（４２）の清浄度に影
響する汚染成分を検出する検出器２２０とを備えたものである。
　本例では、検出器２２０の出力により、フィルタ４４（４２）の清浄度が短時間で判定
される。
　つまり、図１０（ｂ）に示すように、検査用チェンバ２０１内の汚染物質濃度は時間と
共に変化する。
　このとき、図１０（ｃ）に示す算出式にて汚染物質の発生量を求めることができる。
　図１０（ｃ）において、パラメータは以下の通りである。
　ｍ＝Ｑ＋αＲ
　α：検査用チェンバへの対象汚染物質の吸着率（１／ｈ）
　Ｒ：チェンバ気積（ｍ３）
　Ｑ：チェンバ換気量（ｍ３／ｈ）
　Ｃ：ある任意時間ｔにおけるチェンバ内対象汚染物質濃度（μｇ／ｍ３）
　ｔ：時間
　Ｃ０：チェンバ供給空気中の対象汚染物質濃度
　Ｃ１：実験開始時のチェンバ内の対象汚染物質濃度
　Ｍ：汚染物質発生量（μｇ／ｈ)
　このようにして計算した計算値と図１０（ｄ）に示す発生量基準値との関係から、検査
対象のフィルタの汚染物質発生量Ｍがどのレベルにあるかが求められる。
　この結果、汚染物質発生量Ｍが許容値以下であればＯＫ、許容値を超えた場合にはＮＧ
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と判定する。
　ＯＫの場合には、対象フィルタの清浄度が十分であると判定し、そのままユーザに納品
される。一方、ＮＧの場合には、対象フィルタの清浄度が不十分であるものと判定し、再
度フィルタ再生装置１１０による再生処理を経た後でフィルタ清浄度検査を再び行うよう
にすればよい。
【００３０】
◎変形の形態
　図１１は実施の形態１で用いられるガス除去フィルタ４４の変形形態を示す。
　同図（ａ）において、ガス除去フィルタ４４は外側保持枠５１内に活性炭などの吸着材
５７を保持すると共に、この吸着材５７の空気流通方向上流側にガス状汚染物質が分解可
能な触媒粒子６０をも保持するものである。尚、符号５８は外側保持枠５１内の空間を通
気性を確保した状態で仕切る仕切板である。
　本態様では、図１１（ｂ）に示すように、Ｉの領域の触媒粒子６０（白金、マンガン等
）によりアルデヒド類等のガス状汚染物質ＧＡが分解され、大方は無害な水ＧＢと二酸化
炭素ＧＣとになるが、これ以外の分解生成物ＧＤに有害物質が含まれる可能性がある。仮
に、分解生成物ＧＤのうち、有害物質が含まれていたとしても、空気流通方向下流側に位
置するＩＩの領域の吸着材５７にて有害物質は捕捉されることから、有害物質が室内空間
に放出される懸念はほとんどない。
　また、本実施の形態では、ガス除去フィルタ４４の外側保持枠５１内にヒータ６１（図
１１（ａ）参照）が設けられ、このヒータ６１が加熱電源６２にて例えば２００℃以上に
加熱されるようになっている。
　本態様では、触媒粒子６０の多くは常温よりも高温状態（例えば２００℃以上）で分解
反応が効率的に行われるため、ヒータ６１の熱により触媒粒子６０の分解効率が上昇する
。このとき、発生する熱は空気清浄装置２０として暖房時の熱源として利用される。
【００３１】
◎実施の形態２
　図１２は実施の形態２に係る空気清浄装置の清浄フィルタ４０の要部を示す。
　本実施の形態において、清浄フィルタ４０は、実施の形態１と略同様のフィルタ要素を
有しており、例えばガス除去フィルタ４４に対し添加剤供給装置７０を付設した構成にな
っている。
　本例では、添加剤供給装置７０は、臭気物質、化学物質を除去する添加剤Ｓが貯蔵され
る添加剤供給タンク７０１を配設する一方、ガス除去フィルタ４４の上部には複数のノズ
ル部がガス除去フィルタ４４の上縁長さ方向に沿って略均等に配列される均等配分ノズル
７０２を配設し、前記添加剤供給タンク７０１と均等配分ノズル７０２との間を供給配管
７０３を介して連通接続すると共に、この供給配管７０３の途中にはポンプ７０４及び流
量調整弁７０５を介在させたものである。尚、本例の添加剤Ｓとしては、例えば対象汚染
物質がホルムアルデヒドの場合には、ホルムアルデヒドキャッチャー剤が用いられ、ホル
ムアルデヒドとＶＯＣとの混合ガスの場合には、グラフト重合薬剤が用いられる。また、
図１２中、符号７０６は添加剤供給タンク７０１の供給口、７０７はドレン配管である。
　更に、本例では、ガス除去フィルタ４４内には浸透した添加剤Ｓの濃度検知用の濃度セ
ンサ７１０が適宜数設置されており、この濃度センサ７１０からの情報が流量制御装置７
１１に入力されるようになっている。この流量制御装置７１１は流量調整弁７０５の開度
を調整することにより薬液（添加剤）注入量を制御するものであり、前記濃度センサ７１
０からのセンサ出力をフィードバック信号として運転され、ガス除去フィルタ４４のフィ
ルタ基材での薬液濃度が一定値になるように薬液注入量を制御する濃度調整モードを持つ
。
また、本例では、流量制御装置７１１は、前記方式とは別に、タイマーにてある一定期間
毎に薬液を供給する定期供給モードを併せ持つ。
　更にまた、本実施の形態において、清浄フィルタ４０は添加剤Ｓの廃液が排出可能な排
出装置７１２を有しており、この排出装置７１２はガス除去フィルタ４４の下部に廃液タ
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ンク７１３をドレン配管７１４を介して連通接続したもので、余剰の添加剤Ｓを廃液タン
ク７１３に排出するように構成したものである。
　また、本実施の形態では、ガス除去フィルタ４４の通風面にはフィルタ加熱装置７１５
が設けられている。このフィルタ加熱装置７１５は例えばガス除去フィルタ４４の通風面
の略全域に亘ってクロス状に配列されるヒータ線にて構成されており、例えば加熱制御装
置７１６からの制御信号に基づいて定期的に加熱され、ガス除去フィルタ４４のフィルタ
基材内に蓄積される添加剤反応物を定期的に除去する。この場合、除去される添加剤反応
物が室内を汚染しないように、例えば活性炭のような物理吸着材を配置するようにしたり
、図示外の排気ダクトを通じて外部に放出するようにすればよい。尚、フィルタ加熱装置
７１５に代えて予定される反応生成物を化学的に処理する方式を採用しても差し支えない
。
【００３２】
　従って、本実施の形態に係る空気清浄装置によれば、汚染された清浄対象空気は図示外
の吸引ファンにより空気流通路内に取り込まれる。このとき、清浄対象空気の塵埃等の粒
子のうち大きな粒子は図示外のプレフィルタで除去され、次いで、プレフィルタを通過し
た細かな粒子が微生物除去フィルタ、中性能フィルタにて除去され、更に、ホルムアルデ
ヒド等のガス状化学物質がガス除去フィルタ４４にて除去され、最後に、ガス除去フィル
タ４４からの生成物などがＨＥＰＡフィルタにて除去される。
　特に、本実施の形態に係る清浄フィルタ４０によれば、ガス除去フィルタ４４のフィル
タ基材には液状の添加剤（液剤）Ｓが必要に応じて補充供給され、かつ、均等配分ノズル
７０２により略均等に配分されるようになっているため、ガス除去フィルタ４４のフィル
タ基材は長期に亘って液剤Ｓの浸透度合が略均一な状態に保たれることになり、その分、
ガス除去フィルタ４４によるガス除去性能は長期に亘って安定的に維持される。このとき
、ガス除去フィルタ４４に液剤Ｓが常時供給され続ける必要はないため、液剤Ｓが不必要
に消費される懸念はない。
　尚、本実施の形態では、ガス除去フィルタ４４の途中に濃度センサ７１０を配設し、ガ
ス除去フィルタ４４のフィルタ基材に浸透する液状の添加剤（液剤）Ｓの濃度を検出する
ようにしているが、ガス除去フィルタ４４ のフィルタ基材の下端部近傍に含浸センサを
配設し、この含浸センサからの信号に基づいてフィルタ基材への液剤Ｓの含浸状態を検出
し、この含浸センサからの信号に応じて流量調整弁７０５を制御するようにしても差し支
えない。また、本実施の形態では、ガス除去フィルタ４４は単一列のフィルタ基材にて構
成されているが、これに限られるものではなく、例えば複数列のフィルタ基材を用い、フ
ィルタ基材との通風接触面積を増加させるようにしてもよいし、あるいは、フィルタ基材
に蛇腹状の折り畳み部を設け、フィルタ基材の実質的な通風接触面積を増加させるように
してもよい。
【００３３】
◎実施の形態３
　図１３は実施の形態３に係る空気清浄装置の清浄フィルタ４０の要部を示す。
　同図において、清浄フィルタ４０は、例えば微生物除去フィルタ４２（又は中性能フィ
ルタ４３）の空気流通方向上流側に例えば不織布４６を設け、この不織布４６に対して例
えば抗菌剤からなる添加剤（薬液）Ｓｋが供給可能な添加剤供給装置７０から噴霧ノズル
７５を介して前記不織布４６に定期的に定量噴霧されるようになっている。
　尚、実施の形態１と同様な構成要素については実施の形態１と同様な符号を付してここ
ではその詳細を省略する。
　本例によれば、インフルエンザウィルスなどのウィルスに対応する抗菌剤を添加剤Ｓｋ
として供給するようにすれば、ウィルスによる感染などを有効に阻止することが可能であ
る。
　本例では、不織布４６を別途設けたが、微生物除去フィルタ４２（又は中性能フィルタ
４３）に直接噴霧するようにしてもよい。
【００３４】
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　また、本実施の形態では、清浄フィルタ４０面に対する添加剤（薬液）Ｓｋの噴霧はフ
ィルタ面全面に対し均等に行われる必要がある。このとき、噴霧ノズル７５にて添加剤Ｓ
ｋの噴霧角度を固定的に設定した態様では、空気清浄装置の吸引ファン３０の気流によっ
て添加剤Ｓｋの噴霧範囲が制約されてしまうことが起こり得る。
　このため、本実施の形態では、制御装置８０にて開閉弁７３の開閉動作と、吸引ファン
３０の作動とを連動させ、例えば噴霧ノズル７５による添加剤Ｓｋの噴霧動作時には、吸
引ファン３０を一時停止させる方式が採用されている。
　この噴霧ノズル７５による添加剤Ｓｋの噴霧動作については、上述した方式に限られる
ものではなく、例えば図１４（ａ）に示すように、揺動機構７６にて噴霧ノズル７５を揺
動させながら、添加剤Ｓｋを広範囲に亘って噴霧させるようにしたり、あるいは、図１４
（ｂ）に示すように、吸引ファン３０による気流に向かって噴霧ノズル７５から液状の添
加剤Ｓｋを噴霧し、気流と噴霧状態の添加剤Ｓｋとの衝突により添加剤Ｓｋを分散させる
等適宜選定して差し支えない。
　更に、本実施の形態では、添加剤供給装置７０は、噴霧具として噴霧ノズル７５を採用
しているが、液状の添加剤Ｓｋを噴霧するものであればこれに限られるものではなく、超
音波霧化法を利用した態様や、加熱気化法を利用した態様や、回転霧化法を利用した態様
などが挙げられる。
　例えば超音波霧化法を利用した態様としては、図１５（ａ）に示すように、一対のＳＡ
Ｗ（Surface Acoustic Wave）素子７２１，７２２を、各ＳＡＷ素子７２１，７２２のＩ
ＤＴ（Interdigital Transducer）７２３，７２４が設けられている面同士が向き合うよ
うに対向配置し、例えば一方のＳＡＷ素子７２１の通孔７２５からＳＡＷ素子７２１，７
２２間の流路７２６に液状の添加剤Ｓｋを供給し、ＳＡＷ素子７２１，７２２からの超音
波を添加剤Ｓｋ中に放射し、液状の添加剤Ｓｋを噴霧状に飛翔させるようにしたものが挙
げられる。
　また、加熱気化法を利用した態様としては、例えば図１５（ｂ）に示すように、気化容
器７３０内に支持台７３１を設置すると共にこの支持台７３１上に気化皿７３２を配設し
、支持台７３１には気化皿７３２の直下に対応して例えば面状ヒータ７３３を配設すると
共に、気化皿７３２の温度を検出するための温度センサ７３４を設け、温度センサ７３４
からの温度情報に基づいて制御装置８０にて面状ヒータ７３３を加熱制御するようになっ
ている。
　ここで、気化皿７３２としては熱伝導性の良い耐食性材料（例えばステンレス、ガラス
を始めとする各種セラミックスなど）が用いられる。また、制御装置８０は、滴下される
液状の添加剤Ｓｋの種類に応じて面状ヒータ７３３の目標温度を可変設定するものであり
、ヒータ７３３の目標温度としては、面状ヒータ７３３にて加熱された気化皿７３２の温
度が滴下される液状の添加剤Ｓｋの気化温度以上になるように選定されている。
　本態様では、気化した添加剤Ｓｋは気化容器７３０の開口７３５を通じて清浄フィルタ
４０のフィルタ面に噴霧される。
　尚、気化皿７３２の構成については、例えば支持台７３１上に固定的に設けているが、
これに限られるものではなく、支持台７３１に可動テーブルを設けて振動等させ、添加剤
Ｓｋの気化をより促進させるようにしてもよい。
【００３５】
　また、空気中に浮遊するダニ、カビなどのアレルゲン粒子は鼻炎、喘息などを引き起こ
し、除去されねばならない汚染物質である。アレルゲン粒子はタンパク質でできているが
、無数にあるタンパク質の中で、あるタンパク質にしか結合しない抗体が存在する。この
ような抗体の性質を用いて、特定のアレルゲン粒子を認識する抗体を用いた免疫学的測定
法、いわゆる、ＥＬＩＳＡ（Enzyme-linked immunorsorbent assay）法が既に実用化され
ている。
　この着想を利用し、例えば微生物除去フィルタ４２にある抗体を含ませた清浄フィルタ
４０を空気清浄装置に用いるようにすれば、ある特定のタンパク質すなわちアレルゲン粒
子を効果的にかつ選択的に捕獲することが可能である。また、この性質をアレルゲン粒子
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センサとして用いるようにすれば、室内空気中のアレルゲン粒子濃度をモニタすることが
可能である。
　具体的には、抗体をある一定量不織布等で構成された微生物除去フィルタ４２に塗布す
ると、この微生物除去フィルタ４２の粒子除去力と抗体のタンパク質結合力とが相まって
、室内空気中のダニ及びダニの糞は効率良く除去される。すなわち、ある種の抗体を微生
物除去フィルタ４２に塗布することにより、微生物除去フィルタ４２におけるある種のア
レルゲン粒子の除去率が向上する。在来、集塵効率を向上させるには目の細かいフィルタ
を採用していたが、このような構成の場合には、フィルタの圧力損失が増大する懸念があ
るが、本例では、微生物除去フィルタ４２のフィルタの目を細かくしなくても、アレルゲ
ン粒子と反応する抗体を塗布することで、アレルゲン粒子の捕捉性能を確保できるため、
フィルタの圧力損失が増大する懸念は少ない。
　また、既往の空気清浄装置には「粉塵センサ」、「花粉センサ」が搭載されているもの
があるが、粉塵、花粉の識別は測定粒子の粒径で行っており、識別性に不確かな問題が見
られるが、本例ではこの問題は解決可能である。具体的には、抗体に付着するタンパク質
の重量を測定する方法としては、超音波振動を利用したＳＡＷ法などで測定し、あるいは
、付着タンパク質に通電し、通過電流の大小から付着量を特定する方法が挙げられる。
【００３６】
◎実施の形態４
　図１６は実施の形態４に係る空気清浄装置２０の清浄フィルタ４０の要部を示す。
　同図において、清浄フィルタ４０の基本的構成は実施の形態１と略同様であるが、実施
の形態１と異なり、ガス除去フィルタ４４の吸着材５７を定期的に補給・廃棄するように
したものである。
　同図において、符号９０は吸着材補給ボトル、９１は吸着材補給ボトル９０に対する開
閉弁、９２は吸着材廃棄ボトル、９３は吸着材廃棄ボトル９２に対する開閉弁であり、制
御装置８０が定期的な開閉弁９１，９３を開閉制御し、吸着材５７の補給、廃棄を実現し
たものである。
　本例では、ガス除去フィルタ４４の吸着材５７が適宜交換されることから、ガス除去フ
ィルタ４４の寿命がより延びる。
【００３７】
◎実施の形態５
　図１７（ａ）（ｂ）は実施の形態５に係る清浄フィルタ４０の要部を示す。
　同図において、清浄フィルタ４０は耐熱性の外側保持枠１５１の両側に開口を設け、こ
の開口には例えば微生物粒子等の粒子状汚染物質が捕捉可能な例えば耐熱性のフィルタ要
素１５２，１５３を設けると共に、その外側保持枠１５１の内部にガス状汚染物質を捕捉
可能な吸着材５７を複数の整流板５５を利用することで分散充填するようにしたものであ
る。
　本例では、一つのフィルタユニットにてガス状汚染物質及び粒子状汚染物質の両方を捕
捉することが可能である。
【００３８】
◎実施の形態６
　図１８（ａ）（ｂ）は実施の形態６に係る空気清浄装置の要部を示す。
　図１８（ａ）において、空気清浄装置２０は、空気流通路２２が区画形成される清浄装
置本体としてのエアダクト２１を有し、このエアダクト２１内に吸引ファン３０及び清浄
フィルタ４０を配設したものである。
　そして、本実施の形態では、清浄フィルタ４０は、図１８（ｂ）に示すように、エアダ
クト２１から着脱自在に設けられ、エアダクト２１から離脱した後に、空気清浄装置２０
とは別ユニットとして設けられた分離型の添加剤供給装置７０にて添加剤Ｓが供給される
ようになっている。
　ここで、本例では、清浄フィルタ４０は、粒子除去フィルタ要素とガス除去フィルタ要
素とを含む構成になっている。
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　本実施の形態において、分離型の添加剤供給装置７０は、図１８（ｂ）及び図１９（ａ
）（ｂ）に示すように、予め決められた添加剤Ｓが収容される添加剤ボトル７５０と、こ
の添加剤ボトル７５０内の添加剤Ｓを清浄フィルタ４０面に対し略矩形状に噴霧する噴霧
領域規制フード７６０とを備えている。
　本例では、噴霧領域規制フード７６０は、貫通した矩形枠部７６２の一端側に中空状の
四角錐枠部７６３が形成されたフード本体７６１を有し、このフード本体７６１の四角錐
枠部７６３の中央に噴霧ノズル７６４を設けると共に、この噴霧ノズル７６４には取り外
し可能なチューブコネクタ７６５を介して添加剤ボトル７５０に連通するチューブ７６６
と接続したものである。そして、フード本体７６１の矩形枠部７６２の開口縁には気密性
を維持するパッキン７６７が設けられると共に、フード本体７６１の矩形枠部７６２の下
部には清浄フィルタ４０に噴霧されなかった余分な液状の添加剤Ｓを回収する添加剤回収
ビット７６８を設けたものである。尚、符号７６９は噴霧領域規制フード７６０に開設さ
れた通気孔であり、例えば空気清浄装置２０の吸引ファン３０などを利用し、添加剤Ｓの
噴霧処理時に気流を流入することで添加剤Ｓの噴霧処理をより促進させる上で有効である
。
【００３９】
　本実施の形態では、清浄フィルタ４０に添加剤Ｓが十分に保持されていない場合には、
エアダクト２１から清浄フィルタ４０を離脱し、分離型の添加剤供給装置７０にて添加剤
Ｓを供給するようにすればよい。
　本例では、今、添加剤ボトル７５０が例えば３つ（７５０ａ～７５０ｃ）あり、添加剤
ボトル７５０ａには酸性ガス用添加剤Ｓａが、添加剤ボトル７５０ｂには塩基性ガス用添
加剤Ｓｂが、添加剤ボトル７５０ｃには微生物対応用添加剤Ｓｃが収容されている。
　また、清浄フィルタ４０は例えばフィルタ面の左右半面の一方が酸性ガス処理面Ｘで、
他方が塩基性ガス処理面Ｙであり、フィルタ面全域に微生物対応用添加剤Ｓｃが塗布され
るようになっている。
　そして、本例では、噴霧領域規制フード７６０の開口（矩形枠部７６２の開口に相当）
は清浄フィルタ４０のフィルタ面の約１／４の大きさの矩形状に形成されている。
　次に、分離型の添加剤供給装置７０の使用方法について図２０に基づいて説明する。
　先ず、第１の添加剤ボトル７５０ａをチューブ７６６を介して噴霧領域規制フード７６
０に連通接続し、清浄フィルタ４０のフィルタ面のうち酸性ガス処理面Ｘの上半分に、添
加剤供給装置７０の噴霧領域規制フード７６０をパッキン７６７を介して密着配置し、酸
性ガス用添加剤Ｓａを噴霧する。このとき、噴霧ノズル７６４からの添加剤Ｓａの噴霧形
状は通常は円形形状になるものであるが、噴霧ノズル７６４からの添加剤Ｓａの噴霧領域
は噴霧領域規制フード７６０の矩形枠部７６２の範囲に規制された状態で噴霧される。
　次いで、清浄フィルタ４０のフィルタ面のうち酸性ガス処理面Ｘの下半分に、添加剤供
給装置７０の噴霧領域規制フード７６０をパッキン７６７を介して密着配置し、同様に、
添加剤Ｓａの噴霧処理を行う。
　この後、第２の添加剤ボトル７５０ｂをチューブ７６６を介して噴霧領域規制フード７
６０に連通接続し、清浄フィルタ４０のフィルタ面のうち塩基性ガス処理面Ｙの上半分に
、添加剤供給装置７０の噴霧領域規制フード７６０をパッキン７６７を介して密着配置し
、塩基性ガス用添加剤Ｓｂを噴霧する。このとき、噴霧ノズル７６４からの添加剤Ｓｂの
噴霧領域は噴霧領域規制フード７６０の矩形枠部７６２の範囲に規制された状態で噴霧さ
れる。
　次いで、清浄フィルタ４０のフィルタ面のうち塩基性ガス処理面Ｙの下半分に、添加剤
供給装置７０の噴霧領域規制フード７６０をパッキン７６７を介して密着配置し、同様に
、添加剤Ｓｂの噴霧処理を行う。
　最後に、第３の添加剤ボトル７５０ｃをチューブ７６６を介して噴霧領域規制フード７
６０に連通接続し、清浄フィルタ４０のフィルタ面のうち酸性ガス処理面Ｘの上半分に、
添加剤供給装置７０の噴霧領域規制フード７６０をパッキン７６７を介して密着配置し、
微生物対応用添加剤Ｓｃを噴霧する。このとき、噴霧ノズル７６４からの添加剤Ｓｃの噴
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霧領域は噴霧領域規制フード７６０の矩形枠部７６２の範囲に規制された状態で噴霧され
る。
　次いで、清浄フィルタ４０のフィルタ面のうち酸性ガス処理面Ｘの下半分、塩基性ガス
処理面Ｙの上半分、下半分の順に、添加剤供給装置７０の噴霧領域規制フード７６０をパ
ッキン７６７を介して密着配置し、同様に、添加剤Ｓｃの噴霧処理を行う。
　この状態で、清浄フィルタ４０の酸性ガス処理面Ｘには酸性ガス用添加剤Ｓａが、清浄
フィルタ４０の塩基性ガス処理面Ｙには塩基性ガス用添加剤Ｓｂが、Ｘ及びＹの全域には
微生物対応用添加剤Ｓｃが噴霧される。
　このように、添加剤Ｓを噴霧した清浄フィルタ４０の性能は回復されるので、エアダク
ト２１内に清浄フィルタ４０を戻せば、再び空気清浄装置２０の清浄フィルタ４０による
清浄作用が良好に保たれる。
【００４０】
　本実施の形態では、添加剤供給装置７０は、噴霧領域規制フード７６０を用いているが
、これに限られるものではなく、例えば図２１（ａ）に示すように、添加剤ボトル７５０
に噴霧ノズル７５１を設け、この噴霧ノズル７５１に噴霧領域規制ガイド７５２を付加す
るようにしてもよい。この噴霧領域規制ガイド７５２は、噴霧ノズル７５１から噴霧され
た添加剤Ｓの噴霧領域が矩形状に規制されるように、噴霧ノズル７５１から離間するにつ
れて拡開する中空の四角錐形状に形成されたものであり、噴霧領域規制フード７６０と略
同様な作用を奏する。
　また、本実施の形態では、添加剤ボトル７５０は、夫々の添加剤Ｓ毎に別個に設けられ
ているが、これに限られるものではなく、例えば図２１（ｂ）に示すように、一つの添加
剤容器７７０を複数の仕切り７７１，７７２にて仕切ることで、複数の添加剤収容室７８
１，７８２，７８３を設け、夫々の添加剤収容室７８１～７８３に対応する添加剤Ｓ（Ｓ
ａ，Ｓｂ，Ｓｃ）を収容するようにし、この添加剤容器７７０の各収容室７８１～７８３
にチューブ７８４～７８６を介して連通し、各チューブ７８４～７８６には分割して接続
される分割噴霧ノズル７８８を接続し、この分割噴霧ノズル７８８に噴霧領域規制ガイド
７５２を付加したものである。
　本例の場合には、清浄フィルタ４０のフィルタ面に対して分割噴霧ノズル７８８にて夫
々の添加剤Ｓを別個に噴霧するようにすればよい。
　尚、本例では、エアダクト２１から清浄フィルタ４０を離脱しているが、これに限られ
るものではなく、エアダクト２１から清浄フィルタ４０のフィルタ面を外部に露出させた
状態で、分離型の添加剤供給装置７０にて添加剤Ｓを供給するようにしてもよい。
【００４１】
◎実施の形態７
　図２２（ａ）（ｂ）は便器に実施の形態７に係る空気清浄装置を組み込んだ例を示す。
　同図において、便器３００は、着座部を有する便器本体３０１と、この便器本体３０１
の背面に設けられて洗浄水が貯蔵されるタンク３０２と、前記便器本体３０１の背面にて
前記タンク３０２の横に隣接して設けられる空気清浄装置３２０とを備えている。
　本実施の形態において、空気清浄装置３２０は、内部に空気流通路３２２が形成された
エアダクト３２１を有し、このエアダクト３２１の入口開口３２３、出口開口３２４に夫
々ルーバーを設けると共に、エアダクト３２１の途中には清浄フィルタ３４０を着脱自在
に装着し、エアダクト３２２内の吸引ファン３３０にて空気流通路３２２内に空気流を形
成するようにしたものである。
　そして、本実施の形態では、清浄フィルタ３４０は、便器３００の周囲環境空間の粉塵
などを除去する粉塵除去フィルタ、汚物３１０からの発生臭気Ｕ、便器３００に残存する
臭気、便器の周囲環境空間の臭気などのガスを除去するガス除去フィルタを含み、特に、
ガス除去フィルタとしては例えば実施の形態１の再生カートリッジ構成のガス除去フィル
タ４４と略同様な構成のものが使用されている。また、ガス除去フィルタとしては、屎尿
等から発生するガスを活性炭、Ｔｅｎａｘ等の捕捉材で捕集するようにすれば、脱臭効果
を発揮する点で好ましい。



(22) JP 5793734 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

　本実施の形態によれば、便器３００において節水化を図ると、便器３００の周囲に汚物
３１０からの発生臭気Ｕを含む各種の臭気が残存することになるが、本例の空気清浄装置
３２０によって便器３００周囲の臭気は清浄フィルタ３４０のガス除去フィルタにて除去
される。
　また、本例では、清浄フィルタ３４０のガス除去フィルタは再生カートリッジとして構
成されているため、実施の形態１と同様なフィルタ再生装置１１０（例えば加熱脱離装置
１１１など）にて再生処理された後に再利用可能である。
【００４２】
◎実施の形態８
　図２３は便器に実施の形態８に係る空気清浄装置を組み込んだ例を示す。
　同図において、便器３００は、実施の形態７と同様に、着座部を有する便器本体３０１
と、この便器本体３０１の背面に設けられて洗浄水が貯蔵される貯蔵されるタンク３０２
と、前記便器本体３０１の背面にて前記タンク３０２の下部に隣接して設けられる空気清
浄装置３２０とを備えている。
　本例において、空気清浄装置３２０の基本的構成は、実施の形態７と略同様であるが、
実施の形態７と異なり、複数の便器利用者に対して同時に健康診断を可能とした診断要素
を付加したものである。尚、実施の形態７と同様な構成要素については同様な符号を付し
てここではその詳細な説明を省略する。
　ここで、診断要素としては、図２３及び図２４（ａ）（ｂ）に示すように、エアダクト
３２１の空気流通路３２２に複数のガス状物質捕集管３５０（具体的には３５１～３５４
）を配設し、これらのガス状物質捕集管３５０（３５１～３５４）を切替バルブ３６１，
３６２を介して切替選択可能とし、便器利用者Ａ～Ｄのいずれかに対応したガス状物質捕
集管３５０（例えば３５１）を選択することで、便器利用者（例えばＡ）から発生する臭
気（ガス状物質）を捕集する方式が採用されている。
　また、便器本体３０１の側部には、図２４（ａ）に示すように、便器利用者を選択する
利用者選択スイッチ３６０が設けられており、便器利用者が自己認識のために前記利用者
選択スイッチを操作すれば、この利用者選択スイッチ３６０の操作信号に応じて前記切替
バルブ３６１，３６２が適宜切替作動するようになっている。
　更に、ガス状物質捕集管３５０を通過したガス状物質や粉塵等は空気流通路３２２の下
流側に配置された清浄フィルタ３４０にて有効に除去される。
　尚、ガス状物質捕集管３５０の配設位置としては、ガス状物質を捕集可能であれば、エ
アダクト３２１内の空気流通路３２２に限られず、温水洗浄ノズル、便器３００の縁、便
座部など適宜選定して差し支えない。
【００４３】
　本実施の形態では、実施の形態７と同様に、清浄フィルタ３４０の例えばガス除去フィ
ルタは再生カートリッジとして構成されているため、フィルタ再生装置１１０による再生
処理にて再利用される。例えば捕集されたガスを加熱脱離などの処理で分離し、捕捉材と
しての活性炭などの再生を図ることが可能である。そしてまた、脱離ガスを分析し、屎尿
中に含まれる生体ガスから便器使用者の健康情報を収集することも可能である。
　更に、本実施の形態では、複数のガス状物質捕集管３５０は便器利用者毎に個別カート
リッジとして設けられているので、例えば図２５（ｂ）に示すように、個別カートリッジ
としてのガス状物質捕集管３５０（３５１～３５４）にて便器利用者毎の発生ガス状物質
を定期的に捕集し、ガスクロマトグラフ質量分析計（ＧＣ／ＭＳ）、イオンクロマトグラ
フ（ＩＣ）、高速液クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）等の分析装置で精密分析を行い、発生物
質の定性・定量分析を行うことが可能である。
　このように、本実施の形態では、これらの分析情報を基に、便器利用者の排泄関連の健
康情報を定期的に収集することができ、他者との違いや経時変化を明らかにし、既往研究
成果より得られている情報との照合を行うことが可能である。これにより、便器利用者の
健康状態も診断される。
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　例えば屎尿から発生するガス状物質のいずれかは特定の疾病と関係することが知られて
いる。
・アンモニア：肝臓疾患
・硫化メチル：肝性昏睡
・トリメチルアミン（アミン類）：尿毒症
・アセトン（アルコール類）：Ｉ型糖尿病
　よって、特定のガス状物質が極端に多いような場合には、それに関係する疾病が疑わし
いことが容易に予測される。
　このように、便器利用者が個々の健康診断と健康管理をすることができる。
【００４４】
また、本実施の形態では、便器利用者毎にガス状物質捕集管３５０を設けるようにしたが
、これに限られず、例えば便器３００内に各種センサ（発生ガスの種別と量、排泄量、明
度・色度・彩度など）を設け、各種センサにて発生物質の種別と濃度、排泄量、排泄物の
色などの関わる情報をリアルタイムで収集し、収集したデータに基づいて便器利用者の健
康診断資料として用いるようにしてもよい。例えば、便器３００内の制御装置のメモリに
、収集情報が１）誰のもの、２）排泄時間、３）排泄量、４）色関連、５）その他につい
て認識記録しておき、これを健康診断時に利用するようにすればよい。

　このように、便器で屎尿に関わる情報をセンサで連続的に測定するようにすれば、長期
にわたる健康状況を把握することができる点で好ましい。
【００４５】
◎実施の形態９
　図２６は実施の形態９に係る空気清浄装置としてのマスクを示す。
　一般に、マスクは、外気中の汚染物質を清浄して吸気を取り込む点、あるいは、呼気中
の汚染物質を清浄して外部に放出する点で、広義の意味においては空気清浄装置の一例と
言える。
　本実施の形態に係るマスク４００は、清浄な外気を取り込み、呼気中の汚染物質を検査
することで疾病診断が可能なものを提供するものであり、マスク本体４０１と、これを装
着するための装着具４０２と、マスク本体４０１の鼻孔付近に設けられて吸気を清浄する
吸気フィルタ４１０と、マスク本体４０１の口付近に設けられて呼気を清浄して放出する
呼気フィルタ４２０とを有している。
　本例において、マスク本体４０１は、利用者の顔面との間の隙間を高い精度で埋めるこ
とが可能なようにカップ型形状に構成され、顔面との気密性を確保するようになっている
。
　また、吸気フィルタ４１０は、図２６及び図２７（ａ）に示すように、外気側から順に
粉塵除去フィルタ４１１、ガス除去フィルタ４１２を設置し、外気中汚染物質を除去する
ようになっている。
　特に、本例では、ガス除去フィルタ４１２は活性炭等の捕捉材を保持した再生カートリ
ッジとして構成されている。
【００４６】
　また、マスク４００着用時の呼吸負荷を軽減するために、吸気フィルタ４１０の吸気通
路中には吸入ファン４１３が設けられ、マスク着用者の呼吸量と同一の供給空気が強制的
に導入され、マスク着用者の呼吸が平常時と略同様となるように調整されている。
　一方、呼気フィルタ４２０は、図２６及び図２７（ｂ）に示すように、マスク本体４０
１の外気側から呼気中の汚染物質を捕集する捕集フィルタ４２１、その内側に不織布フィ
ルタ４２２、更にその内側には外気が侵入することを防止する逆止弁４２３を設置したも
のである。
　ここで、捕集フィルタ４２１は、活性炭、ゼオライト、ＤＮＰＨ（２，４－ジニトロフ
ェニルヒドラジン）含浸のシリカゲル、不織布などで構成されており、マスク本体４０１
に着脱自在に装着される再生カートリッジとして構成されている。
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　また、不織布フィルタ４２２は粉塵やある特定の汚染物質を予め除外するための薬液な
どが塗布されたものである。
　更に、逆止弁４２３は外気が捕集フィルタ４２１に侵入しないように外気の逆流を止め
、マスク利用者である呼気排出者に由来した成分だけが捕集フィルタ４２１に捕集される
ようにしたものである。
【００４７】
　次に、本実施の形態に係るマスクの作用について説明する。
　本実施の形態によれば、マスク４００には吸気フィルタ４１０（粉塵除去フィルタ４１
１，ガス除去フィルタ４１２）が設置されており、しかも、呼気フィルタ４２０の捕集フ
ィルタ４２１部分には逆止弁４２３が設置されているため、外気成分が捕集フィルタ４２
１を通過することはなく、捕集フィルタ４２１に捕集された成分はマスク利用者の呼気由
来のものに限られる。
　また、呼気成分はマスク利用者によって千差万別であり、その種類と濃度を推測するの
は容易ではなく、なるべく多量の呼気を捕集フィルタ４２１に通過させ、呼気中汚染物質
を捕捉するために長時間のマスク着用が望まれる。しかし、呼気中汚染物質の捕捉を行う
ための捕集フィルタ４２１を含む呼気フィルタ４２０による圧力損失が、マスク利用者の
呼吸に負担をかけ、平常時に排出される呼気中汚染物質の測定が不可能となる事が懸念さ
れる。しかしながら、本実施の形態では、吸引ファン４１３にて強制吸気導入方式を採用
したため、マスク使用者の呼吸に過大の負担がかかる事態は有効に回避されている。
　つまり、本例では、マスク４００内へは鼻孔前に設けられた吸引ファン４１３により清
浄空気が送られるため、マスク４００内部は常時正圧になっている。これにより、マスク
利用者はマスク４００内に常時供給される清浄する空気を吸引するが、呼気中汚染物質は
口の前に設置された捕集フィルタ４２１を通過して捕捉される。
　ここで、捕集フィルタ４２１に捕捉された汚染物質がガス状物質の場合には、フィルタ
再生装置による再生処理、例えば加熱脱離や溶媒抽出等の処理により、捕集フィルタ４２
１から汚染物質を分離し、これをガスクロマトグラフ質量分析計（ＧＣ／ＭＳ）、ガスク
ロマトグラフ（ＧＣ）、高速液クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）、イオンクロマトグラフ（Ｉ
Ｃ）等の分析装置によって分析し、定性・定量することが可能である。
　また、捕集フィルタ４２１に、捕集された汚染物質が細菌、真菌、ウィルスなどの微生
物粒子の場合には、捕集フィルタ４２１から同物質を、洗浄等の作業で分離し、溶液発光
、顕微鏡観察などにより、同定することが可能である。
　これにより、マスク使用者の呼気から疾病、健康情報が取得される。
　尚、吸気フィルタ４１０のガス除去フィルタ４１２を再生処理する際に、ガス除去フィ
ルタ４１２に捕集されたガス状汚染物質を分析するようにすれば、呼吸を行っている環境
中の空気汚染情報を取得することも可能である。
【実施例】
【００４８】
◎実施例１
　本実施例は環境制御型の大型チェンバ（気積：４．９８［ｍ３］）内に空気清浄装置を
設置し、空気清浄装置の上流と下流側の濃度測定により装置性能を求めた。チェンバ内は
ある一定の環境条件（温度：２８±１［℃］、相対湿度：５０±１［％］、換気回数：０
．０３±０．００３［１／ｈ］）に制御し、常時清浄空気を供給した。
　この結果を図２８（ａ）に示す。
　また、このときの汚染物質除去率の算出は、図２８（ｂ）に示す。
　チェンバ内における濃度実測値を除去率算出式に代入し、空気清浄装置のホルムアルデ
ヒド除去を算出した。その結果、図２８（ａ）に示すように、ホルムアルデヒド除去率は
初期値：７７．６［％］、一回目噴霧後：３０．５［％］、二回目噴霧後：５５．１［％
］となった。
　化学吸着剤１［ｇ］を噴霧することでホルムアルデヒド除去性能の高い回復が見られた
。本装置では更に噴霧量を増やせば回復性が向上するものと思われる。
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【符号の説明】
【００４９】
　１…空気清浄装置，２…清浄装置本体，３…空気流通路，４…清浄フィルタ，５…粒子
捕捉部材，６…ガス捕捉部材，７（７ａ～７ｃ）…捕捉材，８…捕捉材保持部材，１０（
１０ａ，１０ｂ）…捕捉材供給装置，１５…フィルタ再生装置
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【図２７】 【図２８】
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